
市報たく　2012.107

行政からのお知らせ

市交際費の支出状況
▶平成24年度 8月分

■問い合わせ  総務課 秘書係 ☎75−2115

◎詳細は市のホームページに掲載しています。

支出種別 区分 件数 金額（円）

弔　慰
今月分
累　計

24　
28　

46,470　
85,220　

見舞い
今月分
累　計

0　
0　

0
　0　

御　祝
今月分
累　計

6　
18　

16,255　
80,805　

賛　助
今月分
累　計

0　
3　

0　
13,000　

激励金
今月分
累　計

0　
0　

0　
0　

接　遇
今月分
累　計

3　
44　

8,460　
110,399　

会　費
今月分
累　計

1　
13　

5,000　
69,500　

その他
今月分
累　計

0　
2　

0
　6,510　

合　計
今月分
累　計

34　
108　

76,185　
365,434　

　『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』が平成20年 4 月に一部改正
され、地方公共団体は毎年度、『健全化判断比率』（実質的な赤字や外郭団
体を含めた実質的な将来負担等に係る指標）と『資金不足比率』（公営企業
ごとの資金不足率）を議会に報告し、公表することと定められました。
　平成23年度決算に基づき算定した多久市の『健全化判断比率』と『資金
不足比率』は下表のように、すべての項目において国が定めた『早期健全
化計画の策定』などを必要とする基準を下回り、本市の『財政健全度』は保
たれているといえます。しかし、多久市の財政が厳しい状況にあることに
は変わりなく、これからも行政改革の推進をしていくことが必要です。

●多久市の健全化判断比率●

項目 多久市
比率 説　　　明

早期
健全化
基準

財政
再生
基準

実質
赤字
比率

−
普通会計における実質赤字の標準財政規模
に対する比率（多久市は、7.37%の黒字と
なり、実質赤字はありません）

14.48 20.00

連結
実質
赤字
比率

−

一般会計、特別会計および公営企業会計に
おける実質赤字の標準財政規模に対する比
率。ただし、公営企業は資金不足の額で計
算する。（多久市は26.93%の黒字となり、
連結実質赤字はありません）

19.48 35.00

実質
公債費
比率

13.1

普通会計の元利償還金や特別会計、公営企
業会計、一部事務組合等へ繰出しする元利
償還金に準ずる経費も含めた額の標準財政
規模に対する比率

25.0 35.0

将来
負担
比率

0.8
特別会計、公営企業、一部事務組合、出資
法人を含めた普通会計の将来負担すべき実
質的な負債の標準財政規模に対する比率

350.0

※ 早期健全化基準を超えると財政健全化計画の策定が義務付けられ、国への報告義務を負い
ます。

※ 財政再生基準を超えると財政再生計画の策定が義務付けられ、事実上総務大臣の同意を得
なければなりません。

●多久市の公営企業会計の資金不足比率●
（公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率）

特別会計 多久市
比率 説　　　明 経営健全化

基準

水道事業 − 120.9%の資本保有となり、資金不
足はありません

20.0
病院事業 − 31.6%の資本保有となり、資金不

足はありません

公共下水道事業 − 基金保有・資金不足ともにありま
せん

農業集落排水事業 − 基金保有・資金不足ともにありま
せん

※資金不足額＝流動資産（現金・未収金ほか）－ 流動負債（未払金ほか）
※ 資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合は、『経営健全化計画』を策定し、改善努力を

する必要があります。

■問い合わせ　財政課 財政係　☎75−2118

多久市の財政健全度（速報値）を公表します

（単位：％）

（単位：％）

行政相談委員
　円城寺　照子さん (東多久町)

☎76−2172
■特設（巡回）行政相談日
　日時　10月15日㈪ 10時～15時
　会場　多久公民館

■定例行政相談日
　日時　10月18日㈭ 10時～15時
　会場　多久市役所  大会議室東

■問い合わせ
　総務課　行政係　☎75−2112

　行政相談委員は、行政と市民
のパイプ役として、総務大臣か
ら委嘱された民間の有識者です。
　相談は無料。秘密は厳守され
ます。

行政相談委員に
ご相談ください
10月15日㈪～21日㈰は

行政相談週間です

行政への苦情や相談は


